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参照 協会けんぽホームページ令和7年度用各種リーフレット | 広報・イベント | 全国健康保険協会 

【注意事項】 
・この健診は、お 1人につき 1年度（4月～翌年 3月）に 1 回限りです。同一年度内に、2回以上受診した場合は、2
回目以降の健診費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。 
 
参照 協会けんぽホームページ「健診・保健指導」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/ 
 
令和７年度中（2025年4月2日～2026年4月１日）に下記の早見表に年齢に達する方で●印のある方が協会からの補
助対象となります。 
 
参照 協会けんぽ「令和7年度 生活習慣病予防健診対象者年齢早見表」2025nennrei.pdf 
 
 

生活習慣病予防健診等・特定健康診査のご案内 
 
【生活習慣病予防健診等】 
・令和8年3月に事業主様へ令和８年度の健診対象者一覧等のご案内を送付します。 
・情報提供サービス（事業主向けサービス）を利用して、健診対象者一覧データ（csv ファイル）をダウンロードする
ことができます。 
 情報提供サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。 
・健診対象者一覧のダウンロード開始日・終了日について 
 令和7年度分ダウンロード終了日：令和8年2月6日（金曜日） 
 令和8年度分ダウンロード開始日：令和8年2月9日（月曜日） 
・令和2年度より協会けんぽへの健診申込みは不要となりました。健診機関に対してのみ、予約申込みの手続きをお願
いいたします。 
 
【特定健康診査】 
・令和8年4月に受診券（セット券）をご自宅（被保険者様のご住所あて）へ送付します。 
 （送付先の住所は、協会けんぽに登録されている住所となります。） 
・令和 8 年 1 月上旬時点で協会けんぽにご加入の被扶養者情報をもとに受診券（セット券）を作成します。このため、
1月上旬以降に新たに被扶養者となった方については、「特定健康診査受診券（セット券）申請書」にて交付申請いただ
く必要があります。 
・被保険者様のご住所に郵送できなかった方の受診券（セット券）については、4 月以降に事業主様（事業所の所在地
あて）に送付しますので、被保険者様を通じて被扶養者様にお渡しいただきますようお願いいたします。 
 
各健診の受け方について、詳しくはこちらをご覧ください。 
 


